
第一五四回

閣第九八号

　　　法人税法等の一部を改正する法律案

　　　附　則

　（施行期日）

第一条　この法律は、平成十四年八月一日から施行する。ただし、第三条中租税特別措

置法第三章に十七節を加える改正規定（第六十八条の七十二第八項に係る部分に限

る。）は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成十四年法律第▼▼▼

号）の施行の日から施行する。

　（法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則）

第二条　この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税

法（以下「新法人税法」という。）の規定、第二条の規定による改正後の経済社会の

変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規

定、第三条の規定による改正後の租税特別措置法（以下「新租税特別措置法」とい

う。）の規定、第四条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律（以下「新震災特例法」という。）の規定並びに第

九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律（平成十年法律第二十四

号）附則第七条及び第二十四条の規定は、法人（新法人税法第二条第八号に規定する

人格のない社団等を含む。以下同じ。）の平成十五年三月三十一日以後に終了する事

業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所

得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所

得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する

法人税及び法人の同日以後の解散（合併による解散を除く。以下この条において同

じ。）による清算所得に対する法人税（清算所得に対する法人税を課される法人の清

算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税

を含む。以下この条において同じ。）について適用し、法人の同日前に終了した事業

年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期

間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対

する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお

従前の例による。

　（連結納税の承認の申請等に関する経過措置）

第三条　新法人税法第四条の三第一項に規定する内国法人の経過措置対象年度（平成十

四年四月一日から平成十五年六月三十日までの間に開始し、かつ、同年三月三十一日

以後に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。）が新法人税法第四条の

二の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業



年度としようとする期間である場合には、新法人税法第四条の三第一項に規定する六

月前の日を当該経過措置対象年度終了の日から起算して六月前の日（その日が平成十

四年十二月三十一日後となる場合には、同日。次項において「経過措置対象年度申請

期限」という。）として、同条第一項の規定を適用する。

２　前項の規定は、同項に規定する内国法人が、経過措置対象年度申請期限までに同項

の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人

の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。

３　第一項に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税

法第四条の二に規定する完全支配関係がある同条に規定する他の内国法人が同項の規

定の適用を受けて新法人税法第四条の三第一項の申請書を提出した場合における同条

第三項から第五項まで及び第十項の規定の適用については、同条第三項中「第一項

の」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第▼▼▼号）附

則第三条第一項（連結納税の承認の申請等に関する経過措置）の規定の適用を受けて

行つた第一項の」と、同条第四項中「第一項の申請書」とあるのは「法人税法等の一

部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用を受けて第一項の申請書」と、「開

始の日の前日」とあるのは「終了の日（その日が平成十五年六月三十日後である場合

には、同日。以下この項において同じ。）」と、「、同項」とあるのは「、第一項」

と、「その開始の日」とあるのは「当該終了の日」と、同条第五項中「開始の日」と

あるのは「開始の日（当該他の内国法人のうち、当該内国法人が当該承認を受けて各

連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日の属

する事業年度の前事業年度（当該事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前で

ある場合には、当該事業年度）終了の時に第九項第一号に規定する時価評価資産等を

有するもの（第六十一条の十一第一項各号（連結納税の開始に伴う資産の時価評価損

益）に掲げるものを除く。以下この項において「時価評価法人」という。）及び当該

連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前であ

るもの（当該時価評価法人を除く。以下この項において「連結事業年度前開始法人」

という。）並びに当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出

資を直接又は間接に保有するものにあつては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、

これらのいずれにも該当しないものにあつては当該連結事業年度終了の日の属する事

業年度開始の日とする。）」と、同条第十項中「連結親法人との間に当該連結親法

人」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用を

受けて前条の承認を受ける第一項に規定する内国法人との間に当該内国法人」と、

「第十五条の二第二項（連結事業年度の意義）の規定の適用を受ける場合にあつては、

同項各号に定める期間の開始の日」とあるのは「当該他の内国法人のうち、同日の属

する事業年度終了の時に前項第一号に規定する時価評価資産等を有するもの（第六十

一条の十二第一項各号（連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益）に掲げるもの



を除く。以下この項において「時価評価法人」という。）及び当該完全支配関係を有

することとなつた日から当該内国法人が当該承認を受けて各連結事業年度の連結所得

に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度

がないもの（当該時価評価法人を除く。以下この項において「加入前開始法人」とい

う。）並びに当該時価評価法人若しくは第五項に規定する時価評価法人又は当該加入

前開始法人若しくは同項に規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を

直接又は間接に保有するものにあつては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これ

らのいずれにも該当しないもの（以下この項において「加入後開始法人」という。）

にあつては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度（以下この項において「加入

後適用事業年度」という。）開始の日（同日が第四項に規定する終了の日前であると

きは、当該終了の日）とする」と、「以後」とあるのは「（加入後開始法人にあつて

は、加入後適用事業年度開始の日）以後」とする。

４　第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　（みなし事業年度に関する経過措置）

第四条　次項から第四項までに定める場合を除き、新法人税法第十四条の規定は、この

法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後に同条各号に規定する事実が生ずる

場合について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の法人税法（以下「旧法

人税法」という。）第十四条各号に規定する事実が生じた場合については、なお従前

の例による。

２　前条第一項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定

する内国法人、経過措置適用子法人（同項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける

前条第三項に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。）及び経過措

置期間加入法人（当該内国法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課され

る最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法

第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法

人をいう。以下この条において同じ。）については、新法人税法第十四条（当該内国

法人にあっては、同条第十三号を除く。）の規定は、当該内国法人の当該連結事業年

度終了の日の翌日以後に同条各号に規定する事実が生ずる場合について適用する。

３　前項に規定する内国法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、

当該内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日までに旧法人税法第十四

条各号に規定する事実が生ずる場合には、同条の規定は、なおその効力を有する。

４　経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人に、第二項に規定する内国法人の同

項に規定する最初の連結事業年度終了の日前に開始し、かつ、同日後に終了する事業

年度があるときは、その事業年度開始の日から当該終了の日までの期間及び当該終了

の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該経過措置適用子法人

又は経過措置期間加入法人の事業年度とみなす。



　（連結事業年度に関する経過措置）

第五条　附則第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人及び同条第三

項に規定する他の内国法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた場合には、当該他

の内国法人のうち、時価評価法人（当該内国法人の最初連結事業年度（新法人税法第

十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。）

終了の日の属する事業年度の前事業年度（当該事業年度開始の日が当該最初連結事業

年度開始の日前である場合には、当該事業年度）終了の時に新法人税法第四条の三第

九項第一号に規定する時価評価資産等（次項において「時価評価資産等」という。）

を有する当該他の内国法人（新法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げるものを

除く。）をいう。以下この項において同じ。）及び連結事業年度前開始法人（当該最

初連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該最初連結事業年度開始の日

前である当該他の内国法人（当該時価評価法人を除く。）をいう。以下この項におい

て同じ。）並びに関連法人等（当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行

済株式又は出資を直接又は間接に保有する当該他の内国法人をいう。）のいずれにも

該当しない法人の最初連結事業年度は、新法人税法第十五条の二の規定にかかわらず、

当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から

当該終了の日までの期間とする。

２　前項に規定する内国法人の最初連結事業年度において当該内国法人との間に当該内

国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同

条に規定する他の内国法人のうち、時価評価法人（当該完全支配関係を有することと

なった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人（新

法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げるものを除く。）をいう。以下この項に

おいて同じ。）及び加入前開始法人（当該完全支配関係を有することとなった日から

当該最初連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がない当該他の内国法人

（当該時価評価法人を除く。）をいう。以下この項において同じ。）並びに関連法人

等（当該時価評価法人若しくは前項に規定する時価評価法人又は当該加入前開始法人

若しくは同項に規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間

接に保有する当該他の内国法人をいう。）のいずれにも該当しない法人の最初連結事

業年度は、新法人税法第十五条の二の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事

業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間と

する。

３　第一項に規定する内国法人の最初連結事業年度において当該内国法人との間に当該

内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった

同条に規定する他の内国法人については、新法人税法第十五条の二第二項の規定は、

適用しない。

　（受取配当等の益金不算入に関する経過措置）



第六条　法人（各事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える

普通法人並びに保険業法（平成七年法律第百五号）に規定する相互会社及びこれに準

ずるものとして政令で定めるものを除く。）の平成十四年四月一日から平成十五年三

月三十一日までの間に開始し、かつ、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年

度における新法人税法第二十三条第一項及び第四項の規定の適用については、これら

の規定中「百分の五十」とあるのは「百分の七十」とし、当該法人の同年四月一日か

ら平成十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用

については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。

　（寄附金の損金不算入に関する経過措置）

第七条　新法人税法第三十七条第二項の規定は、法人が新法人税法第四条の二の承認を

受けた日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。

　（退職給与引当金に関する経過措置）

第八条　法人が平成十五年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度

（以下この条において「改正事業年度」という。）において分社型分割等（分社型分

割、現物出資又は事後設立（新法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をい

う。第五項において同じ。）をいう。以下この条において同じ。）を行った場合（当

該分社型分割等を施行日前に行った場合に限る。）には、当該分社型分割等の時まで

の間は、旧法人税法第五十四条（第二項及び第三項を除く。）の規定は、なおその効

力を有する。

２　法人が改正事業年度開始の時（当該法人が施行日前に分社型分割等を行い、旧法人

税法第五十四条第四項に規定する期中退職給与引当金勘定の金額を改正事業年度の損

金の額に算入した場合にあっては、当該分社型分割等の時。以下この項において同

じ。）において同条第六項に規定する退職給与引当金勘定の金額（以下この条におい

て「退職給与引当金勘定の金額」という。）を有するときは、当該法人の次の表の各

号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる事業年度又は連結事

業年度において、当該各号の下欄に掲げる金額（当該事業年度又は連結事業年度終了

の時における退職給与引当金勘定の金額が当該掲げる金額に満たない場合には、当該

退職給与引当金勘定の金額）を取り崩さなければならない。

一　法人（改正事
業年度終了の時
における資本の
金額又は出資金
額が一億円を超
える普通法人並
びに保険業法に
規定する相互会
社及びこれに準
ずるものとして

改正事業年度から改正事業
年度開始の日以後十年を経
過した日の前日の属する事
業年度又は連結事業年度ま
での各事業年度又は各連結
事業年度

改正事業年度開始の時に有す
る退職給与引当金勘定の金額
（以下この項及び第六項にお
いて「改正時の退職給与引当
金勘定の金額」という。）に
当該各事業年度又は各連結事
業年度の月数を乗じてこれを
百二十で除して計算した金額
（改正事業年度開始の日以後
十年を経過した日の前日の属



政令で定めるも
のを除く。）

する事業年度又は連結事業年
度にあっては、退職給与引当
金勘定の金額の残額）

平成十四年四月一日から平
成十六年三月三十一日まで
の間に開始する事業年度又
は連結事業年度

改正時の退職給与引当金勘定
の金額に十分の三を乗じて計
算した金額に、当該事業年度
又は連結事業年度の月数を乗
じてこれを十二で除して計算
した金額

平成十六年四月一日から平
成十七年三月三十一日まで
の間に開始する事業年度又
は連結事業年度

改正時の退職給与引当金勘定
の金額に十分の二を乗じて計
算した金額に、当該事業年度
又は連結事業年度の月数を乗
じてこれを十二で除して計算
した金額

二　前号に掲げる
法人以外の法人

平成十七年四月一日以後に
開始する事業年度又は連結
事業年度で改正事業年度開
始の日以後四年を経過した
日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度までの事
業年度又は連結事業年度

改正時の退職給与引当金勘定
の金額に十分の二を乗じて計
算した金額に、当該事業年度
又は連結事業年度の月数を乗
じてこれを十二で除して計算
した金額（改正事業年度開始
の日以後四年を経過した日の
前日の属する事業年度又は連
結事業年度にあっては、退職
給与引当金勘定の金額の残
額）

３　前項の表の各号の中欄に掲げる事業年度又は連結事業年度において当該各号の下欄

に掲げる金額を取り崩した後の退職給与引当金勘定の金額が当該事業年度又は連結事

業年度終了の時において在職する使用人の全員がその時において自己の都合により退

職するものと仮定した場合に各使用人につきその時において定められている旧法人税

法第五十四条第一項に規定する退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額

を超えるときは、当該事業年度又は連結事業年度において、当該超える部分の金額を

取り崩さなければならない。

４　前二項の規定により取り崩した退職給与引当金勘定の金額は、その取り崩した日の

属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額

に算入する。

５　退職給与引当金勘定の金額を有する法人が、改正事業年度以後の各事業年度又は各

連結事業年度において組織再編成（合併、分割、現物出資又は事後設立をいい、施行

日以後に行ったものに限る。以下この条において同じ。）を行ったことに伴い、その

使用人が当該組織再編成に係る合併法人等（合併法人、分割承継法人、被現物出資法

人又は被事後設立法人をいう。以下この項及び次項において同じ。）の業務に従事す

ることとなった場合において、当該法人が当該従事することとなった使用人に退職給



与を支給していないことその他の政令で定める要件に該当するときは、次の各号に掲

げる組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額は、当該

合併法人等に引き継ぐものとする。

　一　合併　当該合併の直前に有する退職給与引当金勘定の金額

　二　分割型分割　当該分割型分割の直前に有する退職給与引当金勘定の金額のうち当

該分割型分割に係る分割承継法人の業務に従事することとなった使用人に係る退職

給与引当金勘定の金額として政令で定めるところにより計算した金額

　三　分社型分割等　当該分社型分割等の直前に有する退職給与引当金勘定の金額のう

ち当該分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の業

務に従事することとなった使用人に係る退職給与引当金勘定の金額として政令で定

めるところにより計算した金額

６　前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた退職給与引当金勘定の金額は、当該

合併法人等が同項の組織再編成の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみな

す。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用については、当該退職給与引

当金勘定の金額は当該合併法人等の改正時の退職給与引当金勘定の金額に含まれるも

のとする。

７　組織再編成があった場合の第二項の表の各号の下欄の金額の計算その他前各項の規

定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　（連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置）

第九条　新法人税法第六十一条の十一の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月

を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同条第一項に規定する時価評

価資産（次条において「時価評価資産」という。）について適用する。

２　法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において新法人税法第六十一条

の十一第一項に規定する最初連結親法人事業年度（以下この項及び次条において「最

初連結親法人事業年度」という。）終了の日の属する事業年度の前事業年度（当該事

業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業

年度）終了の時に新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等（次

条において「時価評価資産等」という。）を有するときの新法人税法第六十一条の十

一の規定の適用については、同条第一項中「開始の日の前日（当該他の内国法人が第

四条の三第九項第一号（連結納税の承認の効力）に規定する時価評価法人である場合

には、最初連結親法人事業年度終了の日）」とあるのは、「終了の日」とする。

３　法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法人税法第六十一条の十一第一項

に規定する連結開始直前事業年度においては、同項各号に規定する五年前の日は平成

十四年一月一日として、同条の規定を適用する。

４　法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該法人に係る新法人税

法第六十一条の十一第一項の規定の適用については、同項第六号ロ中「提出期限」と



あるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第▼▼▼

号）附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度申請期限とのうちいずれか遅い

日」とする。

　（連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置）

第十条　新法人税法第六十一条の十二の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月

を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する時価評価資産について適用す

る。

２　法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年

度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係

を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業

年度終了の時に時価評価資産等を有するときの新法人税法第六十一条の十二の規定の

適用については、同条第一項中「連結親法人との間に当該連結親法人による第四条の

二（連結納税義務者）に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日（当該

他の内国法人が同項第一号に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人

事業年度終了の日）」とあるのは、「最初連結親法人事業年度終了の日」とする。

３　法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法人税法第六十一条の十二第一項

に規定する連結加入直前事業年度においては、同項各号に規定する五年前の日は平成

十四年一月一日として、同条の規定を適用する。

４　加入法人（附則第三条第一項の規定の適用を受けた法人の最初連結親法人事業年度

において当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配

関係を有することとなった法人をいう。）に係る新法人税法第六十一条の十二第一項

の規定の適用については、同項第四号ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法

人税法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第▼▼▼号）附則第三条第一項に規

定する経過措置対象年度申請期限とのうちいずれか遅い日」とする。

　（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）

第十一条　新法人税法第六十二条の七第一項の規定は、法人の施行日の翌日から起算し

て六月を経過する日以後に終了する事業年度について適用し、法人の同日前に終了す

る事業年度については、なお従前の例による。

　（長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置）

第十二条　新法人税法第六十三条第二項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六

月を経過する日以後に終了する事業年度において同条第一項の規定の適用を受けてい

る場合について適用する。

２　法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年

度（各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条

の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。）終了

の日の属する事業年度の前事業年度（当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事



業年度開始の日前である場合には、当該事業年度）終了の時に時価評価資産等（新法

人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項におい

て同じ。）を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人に

よる新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該

完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を

有する場合には、新法人税法第六十三条第二項に規定する連結開始直前事業年度又は

同項に規定する連結加入直前事業年度は最初連結親法人事業年度終了の日の属する事

業年度として、同項の規定を適用する。

３　法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法人税法第六十三条第二項に規定

する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度においては、新

法人税法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に規定する五

年前の日は平成十四年一月一日として、新法人税法第六十三条第二項の規定を適用す

る。

　（外国税額の控除に関する経過措置）

第十三条　新法人税法第六十九条第五項から第七項までの規定は、施行日以後に適格合

併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この条において「適格組織再編

成」という。）が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われ

た場合については、なお従前の例による。

　（仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置）

第十四条　新法人税法第七十条第一項の規定は、施行日以後に同項の内国法人が適格合

併により解散する場合の当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日以後に終了

する各事業年度（同項に規定する分割前事業年度及び連結後各事業年度を除く。）に

ついて適用し、施行日前に当該内国法人が合併により解散した場合の当該合併に係る

合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。

２　新法人税法第七十条第三項の規定は、事実を仮装して経理した同条第一項の内国法

人が施行日以後に行う適格合併により解散した後において同条第一項又は第二項に規

定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該内国

法人が施行日前に行った合併により解散した後において旧法人税法第七十条第一項又

は第二項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお

従前の例による。

　（中間申告に関する経過措置）

第十五条　新法人税法第七十一条第二項の規定は、施行日以後に納税義務が成立する中

間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した中間申告書に

係る法人税については、なお従前の例による。

　（連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置）

第十六条　連結法人（連結親法人が各連結事業年度終了の時において資本の金額若しく



は出資金額が一億円以下である普通法人、資本若しくは出資を有しない普通法人（保

険業法に規定する相互会社を除く。）又は協同組合等に限る。）の平成十四年四月一

日から平成十五年三月三十一日までの間に開始し、かつ、平成十五年三月三十一日以

後に終了する連結事業年度における新法人税法第八十一条の四第一項及び第三項の規

定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の七十」とし、

当該連結法人の同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する連結事

業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあ

るのは「百分の六十」とする。

　（連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置）

第十七条　新法人税法第八十一条の六第一項及び第三項から第七項までの規定は、連結

法人が平成十四年四月一日以後に支出した寄附金の額について適用し、同条第二項の

規定は、連結法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた日以後に支出する同項に規

定する寄附金の額について適用する。

　（連結欠損金額に関する経過措置）

第十八条　新法人税法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人が附則第三条

第一項の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国

法人である場合において、当該連結子法人の最初連結事業年度（新法人税法第十五条

の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。）開始の

日が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の最初連結事業年度

開始の日の翌日以後となるときは、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日前五

年以内に開始した各事業年度において新法人税法第五十七条第一項に規定する欠損金

額（同条第二項の規定により欠損金額とみなされたものを含み、同条第六項の規定に

よりないものとされたものを除く。）又は新法人税法第五十八条第一項に規定する災

害損失欠損金額を同号に定める欠損金額とみなして、新法人税法第八十一条の九の規

定を適用する。

２　前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　（連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置）

第十九条　新法人税法第八十一条の十五第五項から第七項までの規定は、施行日以後に

適格組織再編成（附則第十三条に規定する適格組織再編成をいう。以下この条におい

て同じ。）が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場

合については、旧法人税法第六十九条第四項及び第五項の規定の例による。

　（連結事業年度における仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置）

第二十条　新法人税法第八十一条の十六第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定

する適格合併により同項に規定する連結法人が解散した後において同条第一項から第

三項までに規定する更正が行われる場合における当該適格合併に係る合併法人につい

て適用し、施行日前に行われた合併により事実を仮装して経理した内国法人が解散し



た後において当該更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、旧法人

税法第七十条第三項の規定の例による。

　（連結中間申告等に関する経過措置）

第二十一条　新法人税法第八十一条の十九から第八十一条の二十一まで及び第八十一条

の二十六の規定は、附則第三条第一項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の

承認を受けた同項に規定する内国法人については、当該内国法人の最初連結事業年度

（新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条に

おいて同じ。）の翌連結事業年度以後の各連結事業年度について適用する。

２　前項に規定する内国法人（普通法人に限る。）の最初連結事業年度又は他の内国法

人（当該最初連結事業年度終了の時において当該内国法人との間に連結完全支配関係

を有するものに限る。）の最初連結事業年度（当該内国法人の最初連結事業年度終了

の日の属する当該他の内国法人の最初連結事業年度に限る。）の期間に六月経過日

（これらの法人の最初連結事業年度開始の日以後六月を経過した日をいう。以下この

項において同じ。）がある場合のこれらの法人の当該六月経過日の属する事業年度に

ついては、各事業年度の所得に対する法人税を課される事業年度とみなして、新法人

税法第七十一条から第七十三条まで及び第七十六条の規定を適用する。

３　前項の場合において、新法人税法第七十一条又は第七十二条の規定による中間申告

書が提出されたときは、その提出された中間申告書及びその中間申告書に係る中間納

付額は、連結中間申告書及びその連結中間申告書に係る中間納付額とみなして、新法

人税法第八十一条の二十二、第八十一条の二十七、第八十一条の三十及び第百三十四

条並びに国税通則法第五十七条の規定を適用する。

　（解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置）

第二十二条　内国法人である普通法人（解散の時における資本の金額又は出資金額が一

億円を超える普通法人及び保険業法に規定する相互会社を除く。）又は協同組合等の

平成十五年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間の解散による清算所得

の金額の計算に係る新法人税法第九十三条第二項第二号の規定の適用については、同

号中「百分の五十」とあるのは、平成十五年三月三十一日の解散にあっては「百分の

七十」と、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間の解散にあって

は「百分の六十」とする。

　（連結法人に係る行為又は計算の否認に関する経過措置）

第二十三条　新法人税法第百三十二条の三の規定は、法人の平成十五年三月三十一日以

後に終了する各連結事業年度の連結所得に対する法人税又は平成十四年四月一日以後

に開始し、かつ、施行日以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る行為

又は計算で当該法人が施行日以後に行うものについて適用する。

　（資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置）

第二十四条　新租税特別措置法第六十四条の二第十項（新租税特別措置法第六十五条第



三項において準用する場合を含む。）、第六十五条の八第十項、第六十五条の十二第

十一項及び第六十五条の十四第十一項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六

月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する特

別勘定の金額について適用する。

２　法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年

度（各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条

の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。）終了

の日を含む事業年度の前事業年度（当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業

年度開始の日前である場合には、当該事業年度）終了の時に時価評価資産等（新法人

税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において

同じ。）を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人によ

る新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完

全支配関係を有することとなった日を含む事業年度終了の時に時価評価資産等を有す

る場合には、新租税特別措置法第六十四条の二第十項（新租税特別措置法第六十五条

第三項において準用する場合を含む。）、第六十五条の八第十項、第六十五条の十二

第十一項若しくは第六十五条の十四第十一項に規定する連結開始直前事業年度又はこ

れらの規定に規定する連結加入直前事業年度（次項において「連結開始直前事業年度

等」という。）は最初連結親法人事業年度終了の日を含む事業年度として、これらの

規定を適用する。

３　法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する連結開始直前事業年度等においては、

新法人税法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に規定する

五年前の日は平成十四年一月一日として、新租税特別措置法第六十四条の二第十項

（新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。）、第六十五条

の八第十項、第六十五条の十二第十一項又は第六十五条の十四第十一項の規定を適用

する。

　（内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置）

第二十五条　新租税特別措置法第六十六条の八第三項及び第四項の規定は、施行日以後

に適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この条において「適格

合併等」という。）が行われる場合について適用し、施行日前に適格合併等が行われ

た場合については、なお従前の例による。

　（連結法人が電子機器利用設備に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税

額の特別控除に関する経過措置）

第二十六条　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

が、各連結事業年度開始の日前一年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子

法人の各事業年度において租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律

第十五号）第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定



する税額控除限度額又は同条第三項に規定するリース税額控除限度額のうち同条第五

項に規定する控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有する場合における新

租税特別措置法第六十八条の十五の規定の適用については、同条第五項中「第四十二

条の十一第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又

は租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）第一条の規定

による改正前の租税特別措置法（以下この項及び第十項において「平成十四年旧法」

という。）第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第二項又は第三項」と

あるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の

六第二項若しくは第三項」と、「同条第四項」とあるのは「第四十二条の十一第四項

又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項」と、同条第十項中「第四十二条の十一第

二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は平成十四

年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「第四十二条の十一第四項」とあ

るのは「第四十二条の十一第四項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項」とする。

　（連結法人が自由貿易地域等における工業用機械等に係る繰越税額控除限度超過額を

有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置）

第二十七条　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

が、各連結事業年度開始の日前四年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子

法人の各事業年度において租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律

第十五号）第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定

する税額控除限度額のうち同条第三項に規定する控除をしてもなお控除しきれない金

額の合計額を有する場合における新租税特別措置法第六十八条の十三の規定の適用に

ついては、同条第三項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の九第一

項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）第一条の

規定による改正前の租税特別措置法（以下この項及び第六項において「平成十四年旧

法」という。）第四十二条の九第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十二条

の九第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「同条第二項」とあるの

は「第四十二条の九第二項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項」と、同条第六

項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は平成十四年旧

法第四十二条の九第一項」と、「第四十二条の九第二項」とあるのは「第四十二条の

九第二項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項」とする。

　（連結法人の減価償却に関する経過措置）

第二十八条　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

が租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）附則第二十三

条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改

正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工

業開発地区として指定された地区（昭和四十一年十二月十五日までに指定されたもの



に限る。）内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得又は製作若しくは

建設をする同項（同号に係る部分に限る。）に規定する工業用機械等に係る新租税特

別措置法第六十八条の二十七の規定の適用については、同条第一項中「期間」とある

のは「期間（政令で定める期間を含む。）」と、「同項の表の各号の第一欄」とある

のは「同項の表の各号の第一欄又は租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十

四年法律第十五号）附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものと

される同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この項において「旧租

税特別措置法」という。）第四十五条第一項の表の第一号の第一欄」と、「当該各号

の第二欄」とあるのは「当該各号の第二欄又は同表の第一号の第二欄」と、「当該各

号の第三欄」とあるのは「当該各号の第三欄又は同表の第一号の第三欄」と、「（同

表の他の号」とあるのは「（第四十五条第一項の表の他の号又は旧租税特別措置法第

四十五条第一項の表の第一号」と、「当該各号の第四欄」とあるのは「当該各号の第

四欄又は同表の第一号の第四欄」とする。

２　租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）附則第二十三

条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による

改正前の租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する認定を受けた同号の漁業

協同組合等の構成員である法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む

事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年

度における同号に規定する漁船に係る新租税特別措置法第六十八条の三十の規定の適

用については、同条第一項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合（当該連結親法

人又はその連結子法人が、適用事業年度終了の日において漁業再建整備特別措置法等

の一部を改正する法律（平成十四年法律第▼▼▼号）第一条の規定による改正前の漁

業再建整備特別措置法（昭和五十一年法律第四十三号。以下この項において「旧漁業

再建整備法」という。）第二条第一項に規定する中小漁業者で昭和五十一年四月一日

から平成十四年三月三十一日までの間に旧漁業再建整備法第五条第一項に規定する中

小漁業構造改善計画（政令で定める区分に応じそれぞれ政令で定める事業について計

画が定められているものに限る。）に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協

同組合等（以下この項において「漁業協同組合等」という。）の構成員（当該漁業協

同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該連結親法人

又はその連結子法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち

当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。）であるも

のに該当し、かつ、当該適用事業年度において旧漁業再建整備法第四条第一項に規定

する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場

合として政令で定める場合を含む。）」と、「減価償却資産」とあるのは「減価償却

資産（漁船（当該連結親法人又はその連結子法人が、当該中小漁業構造改善計画に係

る認定前に旧漁業再建整備法第五条第一項に規定する経営規模の拡大若しくは生産行



程についての協業化に関する事業（以下この項において「協業化事業等」という。）

について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた漁業協同組合等の

構成員（当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合

には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。）又はこれに準ずる

者として政令で定めるものに該当する場合には、燃料の使用の合理化に著しく資する

漁船として政令で定めるもののうち新たな中小漁業構造改善計画に係る認定の日以後

に取得し、又は建造したものに限る。以下この項及び次項において「漁船」とい

う。）を含む。）」と、「百分の二十七」とあるのは「百分の二十七（当該資産が漁

船である場合には、百分の十六）」と、同条第二項中「規定する承認」とあるのは

「規定する承認（同項の適用を受けようとする資産が漁船である場合には、同項に規

定する認定）」とする。

３　租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）の施行の日

（平成十四年四月一日）前に同法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力

を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の

三第一項第三号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法

人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日以後五年を

経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度における同号に規定する林

業用の機械及び装置に係る新租税特別措置法第六十八条の三十二第一項（第三号に係

る部分に限る。）の規定の適用については、同条第一項中「第二号又は第三号に定め

る資産である場合には、百分の十二」とあるのは、「、第二号に定める資産である場

合には百分の十二とし、第三号に定める資産である場合には百分の十四とする。」と

する。

４　租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）の施行の日

（平成十四年四月一日）前に同法附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力

を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第

一項に規定する優良賃貸住宅を取得若しくは新築をした法人の同項に規定する供用日

以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項の適格合併、適格分割、適格現

物出資若しくは適格事後設立により同項に規定する優良賃貸住宅の移転を受けた連結

親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規

定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの優良賃貸住宅に係る新租税特

別措置法第六十八条の三十四（第一項に係る部分に限る。）の規定の適用については、

同条第一項中「百分の三十」とあるのは「百分の三十二」と、「百分の四十」とある

のは「百分の四十四」と、同項第二号中「第四十七条第一項第二号」とあるのは「第

四十七条第一項第二号又は租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律

第十五号）附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる

同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法（次項において「旧租税特別措置



法」という。）第四十七条第一項第二号」と、同条第二項中「第四十七条第一項」と

あり、及び「同条第一項」とあるのは「第四十七条第一項又は旧租税特別措置法第四

十七条第一項」とする。

５　租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）の施行の日

（平成十四年四月一日）前に同法附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力

を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の

二第一項に規定する特定再開発建築物等を取得若しくは新築をした法人の同項に規定

する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項に規定する適格合併

等により同項に規定する特定再開発建築物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該

連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を

含む連結事業年度におけるこれらの特定再開発建築物等に係る新租税特別措置法第六

十八条の三十五の規定の適用については、同条第一項中「百分の十」とあるのは「百

分の十二」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「第四十七条の二

第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）附則

第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規

定による改正前の租税特別措置法（以下この項において「旧租税特別措置法」とい

う。）第四十七条の二第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十七条の二第一

項又は旧租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。

６　租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）の施行の日

（平成十四年四月一日）前に同法附則第二十三条第二十一項の規定によりなおその効

力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条

第一項に規定する倉庫用建物等を取得若しくは建設をした法人の同項に規定する供用

日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項に規定する適格合併等により

同項に規定する倉庫用建物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人によ

る連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年

度におけるこれらの倉庫用建物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定

の適用については、同条第一項中「百分の十二」とあるのは「百分の十六」と、同条

第二項中「第四十八条第一項」とあるのは「第四十八条第一項又は租税特別措置法等

の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）附則第二十三条第二十一項の規定

によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別

措置法（以下この項において「旧租税特別措置法」という。）第四十八条第一項」と、

「同条第一項」とあるのは「第四十八条第一項又は旧租税特別措置法第四十八条第一

項」とする。

　（連結法人の準備金に関する経過措置）

第二十九条　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

でその営む主たる事業が金融及び保険業であるものが、連結親法人又はその連結子法



人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日を含

む事業年度において、租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十

五号。以下この条において「平成十四年改正法」という。）附則第二十四条第一項の

規定によりなおその効力を有するものとされる平成十四年改正法第一条の規定による

改正前の租税特別措置法（以下この条において「旧租税特別措置法」という。）第五

十五条の二第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等

損失準備金の金額（適格分割型分割により分割承継法人に引き継がれたものを除

く。）がある場合には、当該海外投資等損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連

結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

２　平成十四年改正法附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものと

される旧租税特別措置法第五十五条の二第七項の規定により海外投資等損失準備金の

金額の引継ぎを受けた合併法人又は分割承継法人が連結親法人又はその連結子法人で

ある場合には、当該合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備

金の金額は、当該合併法人又は分割承継法人の適格合併又は適格分割型分割の日を含

む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

３　連結親法人である平成十四年改正法附則第二十四条第二項の規定によりなおその効

力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する投資育成

会社が、新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日

を含む事業年度終了の時において創業中小企業投資損失準備金の金額（その時までに

同条第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなっ

た金額又は同条第二項において準用する旧租税特別措置法第五十五条第三項の規定に

より益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額）を有

する場合において、当該最初連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日において前

連結事業年度（当該投資育成会社の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年

度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項にお

いて「前連結事業年度等」という。）から繰り越された旧租税特別措置法第五十五条

の四第一項に規定する特定会社（次項及び第六項において「特定会社」という。）に

係る創業中小企業投資損失準備金の金額（当該各連結事業年度終了の日までに次項の

規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額（同条

第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）又は前連結事業年度等の終

了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額（同条第二項において準

用する旧租税特別措置法第五十五条第三項の規定により益金の額に算入された金額を

含む。）がある場合には、これらの金額を控除した金額。次項及び第六項において同

じ。）のうちにその積立てをした事業年度終了の日の翌日から五年を経過したもの

（以下この項において「据置期間経過準備金額」という。）があるときは、当該据置

期間経過準備金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、



当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上旧租税特別措置法第

五十五条の四第一項の規定により損金の額に算入された当該創業中小企業投資損失準

備金として積み立てた金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して

計算した金額（当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分し

た金額）に相当する金額を、それぞれ、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算

上、益金の額に算入する。

４　前項に規定する投資育成会社が、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場

合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含

む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、

第一号、第三号又は第五号の場合にあっては、これらの号に規定する創業中小企業投

資損失準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した金額のうち、その積立

てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

　一　当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社の株式の全部又は一部を有しな

いこととなった場合

　　　その有しないこととなった日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失

準備金の金額のうちその有しないこととなった株式に係るものとして政令で定める

ところにより計算した金額（当該特定会社の株式の全部を有しないこととなった場

合には、その有しないこととなった日における当該特定会社に係る創業中小企業投

資損失準備金の金額）

　二　前号に規定する特定会社が解散（適格合併による解散を除く。）をした場合、当

該解散の日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額

　三　第一号に規定する特定会社の株式についてその帳簿価額を減額した場合　その減

額をした日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうち

その減額をした金額に相当する金額

　四　当該投資育成会社が解散した場合　その解散の日における創業中小企業投資損失

準備金の金額

　五　前項及び前各号の場合以外の場合において特定会社に係る創業中小企業投資損失

準備金の金額を取り崩した場合　その取り崩した日における当該特定会社に係る創

業中小企業投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

５　第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを

一月とする。

６　前項に定めるもののほか、特定会社が合併により消滅した場合における創業中小企

業投資損失準備金の金額の処理その他第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事

項は、政令で定める。

７　新租税特別措置法第六十八条の五十八の規定は、法人の平成十五年三月三十一日以

後に終了する各連結事業年度において事業の用に供する同条第一項各号に掲げる固定



資産（当該固定資産に係る法人税法等の一部を改正する法律（平成十年法律第二十四

号）附則第七条第一項に規定する特別修繕引当金勘定の金額があるものを除く。）に

ついて、適用する。

　（連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置）

第三十条　施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日ま

での間における新租税特別措置法第六十八条の七十二、第六十八条の七十三、第六十

八条の七十五、第六十八条の七十六、第六十八条の七十八及び第六十八条の八十の規

定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の七十二第七項中「第六十五条第

七項」とあるのは「第六十五条第五項」と、同条第十項中「第六十五条第一項、第三

項又は第五項」とあるのは「第六十五条第一項、第三項又は第六項」と、同条第十一

項中「第六十五条第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により

譲渡した資産（同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。）の価額と同号に規定

する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲

渡した資産の第一項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算、同項」とあるのは「第一

項」と、「、第七項及び第八項」とあるのは「及び第七項」と、新租税特別措置法第

六十八条の七十三第七項中「第五項の規定を含む」とあるのは「第六項の規定を含

む」と、新租税特別措置法第六十八条の七十五第二項及び第三項中「、第十七号から

第二十号まで又は第二十三号」とあるのは「又は第十七号から第二十号まで」と、新

租税特別措置法第六十八条の七十六第一項中「第二十六号」とあるのは「第二十五

号」と、新租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第一号イ中「及び第四号から

第六号まで」とあるのは「、第四号及び第五号」と、「第六十八条の七十二第七項若

しくは第八項」とあるのは「第六十八条の七十二第七項」と、新租税特別措置法第六

十八条の八十中「第六号」とあるのは「第五号」とする。

　（連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置）

第三十一条　新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項及び第四項の規定は、施行日

以後に適格合併等（附則第二十五条に規定する適格合併等をいう。以下この条におい

て同じ。）が行われる場合について適用し、施行日前に適格合併等が行われた場合に

ついては、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定の例による。

　（阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改

正に伴う経過措置）

第三十二条　新震災特例法第二十一条第十項の規定は、法人の施行日の翌日から起算し

て六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同項に規定する特別勘

定の金額について適用する。

２　法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年

度（各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条

の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。）終了



の日を含む事業年度の前事業年度（当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業

年度開始の日前である場合には、当該事業年度）終了の時に時価評価資産等（新法人

税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において

同じ。）を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人によ

る新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完

全支配関係を有することとなった日を含む事業年度終了の時に時価評価資産等を有す

る場合には、新震災特例法第二十一条第十項に規定する連結開始直前事業年度又は同

項に規定する連結加入直前事業年度は最初連結親法人事業年度終了の日を含む事業年

度として、同項の規定を適用する。

３　法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新震災特例法第二十一条第十項に規

定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度においては、

新法人税法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に規定する

五年前の日は平成十四年一月一日として、新震災特例法第二十一条第十項の規定を適

用する。

４　施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間

における新震災特例法第二十六条の七の規定の適用については、同条中「第六号」と

あるのは、「第五号」とする。

　（消費税法の一部改正等に伴う経過措置）

第三十三条　第八条の規定による改正後の消費税法第四十二条第二項の規定は、施行日

以後に納税義務が成立する中間申告書に係る消費税について適用し、施行日前に納税

義務が成立した中間申告書に係る消費税については、なお従前の例による。

２　附則第四条第四項の規定により同項に規定する経過措置適用子法人又は経過措置期

間加入法人の事業年度とみなされる同項に規定する期間については、消費税法第二条

第一項第十三号に掲げる事業年度とみなす。

　（特別修繕引当金に関する経過措置）

第三十四条　第九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律（平成十年

法律第二十四号）附則第七条第三項の規定は、平成十五年四月一日以後に適格分社型

分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この条におい

て同じ。）が行われる場合について適用し、同日前に適格分社型分割等が行われる場

合については、なお従前の例による。

　（政令への委任）

第三十五条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関

し必要な経過措置は、政令で定める。

　（租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一

部改正）

第三十六条　租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する



法律（昭和四十四年法律第四十六号）の一部を次のように改正する。

第七条第一項中「、内国法人又は特定信託の各年分、各事業年度又は各計算期間の所得

の金額（解散（合併による解散を除く。）による清算所得の金額を含む。）」を「の

各年分の所得の金額、当該内国法人の各事業年度の所得の金額（解散（合併による解

散を除く。）による清算所得の金額を含む。）若しくは各連結事業年度の連結所得の

金額又は当該特定信託の各計算期間の所得の金額」に改め、同条第二項中「所得の金

額に」の下に「、同条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所

得金額に」を、「及び第三項」の下に「、第八十一条の十三第二項及び第三項」を、

「所得等の金額」の下に「又は連結所得等の金額」を加える。

　（電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律

の一部改正）

第三十七条　電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関

する法律（平成十年法律第二十五号）の一部を次のように改正する。

　　第十一条第三項中「並びに法人税法」の下に「第四条の五第一項第一号（連結納税

の承認の取消し）並びに」を加え、「及び同法第百二十七条第二項第一号」を「及び

第二項第一号」に、「第百二十七条第一項第一号中」を「第四条の五第一項第一号

中」に、「同条第二項第一号」を「同法第百二十七条第一項第一号及び第二項第一

号」に改める。

　（地方自治法の一部改正）

第三十八条　地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の一部を次のように改正する。

　　第二百六十条の二第十六項中「場合には同条第三項」を「場合には同条第四項」に、

「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

　　別表第一租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の項第一号中「第十五号

の上欄に規定する指定の事務」の下に「、第六十八条の六十九第三項第五号イ、第六

号及び第七号イに規定する認定の事務」を加え、同表租税特別措置法（昭和三十二年

法律第二十六号）の項第二号中「並びに第六十三条第三項第七号イ及びロ」を「、第

六十三条第三項第七号イ及びロ並びに第六十八条の六十九第三項第七号イ及びロ」に

改める。

　（農業協同組合法の一部改正）

第三十九条　農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）の一部を次のように改

正する。

　　第六条及び第七十二条の六中「所得の金額」の下に「又は各連結事業年度の連結所

得の金額」を加える。

　（水産業協同組合法の一部改正）

第四十条　水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）の一部を次のように

改正する。



　　第八条中「所得の金額」の下に「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を加える。

　（中小企業等協同組合法の一部改正）

第四十一条　中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）の一部を次のよ

うに改正する。

　　第九条中「所得の金額」の下に「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を加える。

　（会社更生法の一部改正）

第四十二条　会社更生法（昭和二十七年法律第百七十二号）の一部を次のように改正す

る。

　　第二百六十九条第二項中「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に改め、

同条第三項中「除く。）」の下に「及び同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損

金額（同法第八十一条の九第一項（連結欠損金の繰越し）の規定の適用を受けるもの

を除く。）のうち当該会社に帰せられる金額の合計額」を、「各事業年度」の下に

「又は各連結事業年度」を、「所得の金額」の下に「又は連結所得の金額」を加え、

同条第四項中「の事業年度」の下に「又は連結事業年度」を、「含む。）」の下に

「又は第八十一条の十九（連結中間申告）」を加える。

　（宅地建物取引業法の一部改正）

第四十三条　宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）の一部を次のように

改正する。

　　第五十七条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第二項中「所得の金

額」の下に「又はその計上した連結事業年度の連結所得の金額」を加え、同条第三項

中「所得の金額」の下に「又はその翌連結事業年度の連結所得の金額」を加える。

　（公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正）

第四十四条　公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和二十七年法律第百八十四

号）の一部を次のように改正する。

　　第十四条の見出しを「（保証料の払戻し）」に改め、同条第一項中「払いもどす」

を「払い戻す」に改め、同条第二項中「払いもどした」を「払い戻した」に、「払い

もどしを」を「払戻しを」に改め、「所得の金額」の下に「又はその払戻しをした連

結事業年度の連結所得の金額」を加え、同条第三項中「又は同法」を「若しくは同

法」に改め、「確定申告書」の下に「又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申

告書で同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの若しくは同法第

二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書」を加え、「払いもどした」を「払い

戻した」に、「除く外」を「除くほか」に改める。

　　第十五条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同条第二項中「所得の金額」

の下に「又はその計上した連結事業年度の連結所得の金額」を加え、同条第三項中

「所得の金額」の下に「又はその翌連結事業年度の連結所得の金額」を加える。

　（関税法の一部改正）



第四十五条　関税法（昭和二十九年法律第六十一号）の一部を次のように改正する。

　　第七条の九第二項中「及び法人税法第百二十七条第一項第一号（」を「並びに法人

税法第四条の五第一項第一号（連結納税の承認の取消し）並びに第百二十七条第一項

第一号（」に、「含む。）」」を「含む。）及び第二項第一号」」に、「第百二十七

条第一項第一号」とあるのは「同号」と、「「財務省令で定めるところ」」とあるの

は「「政令で定めるところ」」と、「財務省令で定めるところ又は」とあるのは「政

令で定めるところ又は」を「第四条の五第一項第一号中「財務省令で定めるところ」

とあるのは「財務省令で定めるところ又は」とあるのは「同号中「政令で定めるとこ

ろ」とあるのは、「政令で定めるところ又は」に、「と読み替える」を「と、「と、

同法第百二十七条第一項第一号及び第二項第一号中「財務省令で定めるところ」とあ

るのは「財務省令で定めるところ又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書

類の保存方法等の特例に関する法律第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条各項

のいずれかに規定する財務省令で定めるところ」とする」とあるのは「とする」と読

み替える」に改める。

　（輸出水産業の振興に関する法律の一部改正）

第四十六条　輸出水産業の振興に関する法律（昭和二十九年法律第百五十四号）の一部

を次のように改正する。

　　第十条中「所得の金額」の下に「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を加える。

　（建物の区分所有等に関する法律の一部改正）

第四十七条　建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号）の一部を

次のように改正する。

　　第四十七条第十項中「同条第三項及び第四項」を「同条第四項及び第五項」に改め

る。

（商店街振興組合法の一部改正）

第四十八条　商店街振興組合法（昭和三十七年法律第百四十一号）の一部を次のように

改正する。

　　第十二条中「所得の金額」の下に「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を加え

る。

　（預金保険法の一部改正）

第四十九条　預金保険法（昭和四十六年法律第三十四号）の一部を次のように改正する。

　　第百三十五条第三項及び附則第二十二条第二項中「及び同法第六十三条」を「並び

に同法第六十三条、第六十八条の六十八及び第六十八条の六十九」に改める。

　（森林組合法の一部改正）

第五十条　森林組合法（昭和五十三年法律第三十六号）の一部を次のように改正する。

　　第七条中「所得の金額」の下に「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を加える。

　（食品流通構造改善促進法等の一部改正）



第五十一条　次に掲げる法律の規定中「所得の金額」の下に「又は連結所得の金額」を

加える。

　一　食品流通構造改善促進法（平成三年法律第五十九号）第七条第三項

　二　中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法（平成七年法律第四十七

号）第十条第四項

　三　特定産業集積の活性化に関する臨時措置法（平成九年法律第二十八号）第十九条

第三項

　四　食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（平成十年法律第五十九号）

第十一条第三項

　五　中小企業経営革新支援法（平成十一年法律第十八号）第九条第四項

　（政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正）

第五十二条　政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律（平

成六年法律第百六号）の一部を次のように改正する。

　　第十三条第一項中「場合には同条第三項」を「場合には同条第四項」に、「同条第

四項」を「同条第五項」に改める。

　（保険業法の一部改正）

第五十三条　保険業法（平成七年法律第百五号）の一部を次のように改正する。

　　第二百七十条の九第四項及び附則第一条の二の十二第二項中「及び同法第六十三

条」を「並びに同法第六十三条、第六十八条の六十八及び第六十八条の六十九」に改

める。

　（特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正）

第五十四条　特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法（平

成八年法律第九十三号）の一部を次のように改正する。

　　第二十六条第二項中「及び同法第六十三条」を「並びに同法第六十三条、第六十八

条の六十八及び第六十八条の六十九」に改める。

　（金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正）

第五十五条　金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）

の一部を次のように改正する。

　　第百四十九条第三項中「除く。）」の下に「及び同法第二条第十九号の二に規定す

る連結欠損金額（同法第八十一条の九第一項の規定の適用を受けるものを除く。）の

うち当該協同組織金融機関に帰せられる金額の合計額」を、「各事業年度」の下に

「又は各連結事業年度」を、「所得の金額」の下に「又は連結所得の金額」を加える。

　　第百六十条の百三十九第三項中「除く。）」の下に「及び同法第二条第十九号の二

に規定する連結欠損金額（同法第八十一条の九第一項の規定の適用を受けるものを除

く。）のうち当該相互会社に帰せられる金額の合計額」を、「各事業年度」の下に

「又は各連結事業年度」を、「所得の金額」の下に「又は連結所得の金額」を加え、



同条第四項中「事業年度」の下に「又は連結事業年度」を、「第七十一条」の下に

「又は第八十一条の十九」を加える。

　（特定非営利活動促進法の一部改正）

第五十六条　特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）の一部を次のように改正す

る。

　　第四十六条第一項中「場合には同条第三項」を「場合には同条第四項」に、「同条

第四項」を「同条第五項」に改める。

　（水産業協同組合法等の一部を改正する法律の一部改正）

第五十七条　水産業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第▼▼▼号）

の一部を次のように改正する。

　　附則第二十三条のうち、租税特別措置法第六十七条の七第一号の改正規定中「第六

十七条の七第一号」を「第六十八条の三第一号」に改め、当該改正規定の次に次のよ

うに加える。

　　第六十八条の五十五第一項第五号中「第十五条の四」を「第十五条の三」に改め、

同条第四項中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改める。

　（証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法

律の一部改正）

第五十八条　証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に

関する法律（平成十四年法律第▼▼▼号）の一部を次のように改正する。

　　第十四条中租税特別措置法第六十八条（見出しを含む。）の改正規定及び同法第六

十八条の二の改正規定を次のように改める。

　　第六十七条の十六の見出しを「（振替国債の利子等の非課税）」に改め、同条第一

項中「一括登録国債」を「振替国債」に改め、同条第二項中「この条」の下に「及び

次条」を加え、同条第三項中「特定短期国債等」を「特定短期公社債のうち同項第一

号から第六号までに掲げるもの」に、「特定一括登録」を「特定振替記載等」に改め

る。

　　第六十七条の十六の次に次の一条を加える。

　　（分離振替国債の課税の特例）

　第六十七条の十七　外国法人で次に掲げる要件を満たすものが特定振替機関等又は適

格外国仲介業者から当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所（郵便

局を含む。以下この条において「営業所等」という。）又は当該適格外国仲介業者

の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている分離振替国債の保有又は譲渡

により生ずる所得（当該外国法人が当該分離振替国債につき振替記載等を受けてい

た期間（第二号において「所有期間」という。）に対応する部分に限る。）につい

ては、法人税を課さない。

　　一　当該外国法人が、その分離振替国債の保有につき、特定振替機関等又は適格外



国仲介業者から当該特定振替機関等の営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定

国外営業所等を通じて最初に振替記載等を受ける際、当該振替記載等を受ける分

離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得につきこの項の規定の適用を受けよ

うとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地（国内に恒久的施

設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同

じ。）その他の財務省令で定める事項を記載した書類（以下この条において「非

課税適用申告書」という。）を、当該特定振替機関等（当該特定振替機関等が特

定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該

特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等（当

該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載

等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該分離振替国債の振替記載等に

係る他の特定間接口座管理機関）及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定

口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。）を経由し、

又は当該適格外国仲介業者（当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関で

ある場合には、当該適格外国仲介業者（当該適格外国仲介業者が他の外国再間接

口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外

国仲介業者及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機

関）及び当該分離振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号にお

いて同じ。）及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由し

て法人税法第十七条に規定する納税地（同法第十八条第一項の規定による指定が

あつた場合には、その指定をされた納税地）の所轄税務署長に提出していること。

　　二　当該外国法人が、各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日までに、そ

の者の当該分離振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載し

た書類（第五項及び第十二項において「所有期間明細書」という。）を、当該特

定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該分離振替国債の振替

記載等に係る特定振替機関等を経由して前号に規定する税務署長に提出している

こと。

　２　前項の規定を適用する場合において、分離振替国債の保有又は譲渡から生ずる損

失の額その他の政令で定める金額は、法人税法の規定の適用については、ないもの

とみなす。

　３　第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人の分離振替国債の保有又は

譲渡により生ずる所得でその者の国内において行う事業に帰せられるものについて

は、適用しない。

　４　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

　　一　分離振替国債　特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該特定振替機関等



の営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を

受けている社債等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国

債及び同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。

　　二　特定振替機関　社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関

（同法第四十八条の規定により振替機関とみなされるものを含む。第四号におい

て「振替機関」という。）のうち、同法第十三条の規定に基づき分離振替国債を

取り扱うことについて国から同意を得た者をいう。

　　三　特定振替機関等　特定振替機関、特定振替機関の社債等の振替に関する法律第

三条第一項第四号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた

特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関をいう。

　　四　特定口座管理機関　社債等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管

理機関（次号において「口座管理機関」という。）のうち、振替機関が同法第十

二条第一項の規定により口座を開設した者をいう。

　　五　特定間接口座管理機関　口座管理機関のうち、特定口座管理機関が社債等の振

替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者及び当該者が同

項の規定により口座を開設した者（それぞれ外国間接口座管理機関に該当する者

を除く。）をいう。

　　六　適格外国仲介業者　外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、

次に掲げる要件を満たす者として政令で定めるところにより第五条の二第一項第

一号に規定する税務署長の承認を受けた者をいう。

　　　イ　その者の業務として政令で定めるところにより他の者のために国債の振替を

行うことができる者であること。

　　　ロ　所得税法第百六十二条に規定する条約（租税の賦課及び徴収に関する情報を

相互に提供することを定める規定を有するものに限る。）の我が国以外の締約

国（次号において「条約相手国」という。）の者であること。

　　七　特定国外営業所等　適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国

に所在するものをいう。

　　八　振替記載等　社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の

振替口座簿への記載又は記録をいう。

　　九　外国再間接口座管理機関　社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五

号に掲げる口座管理機関（内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」

という。）のうち、外国間接口座管理機関が同項の規定により口座を開設した者

及び当該者が同項の規定により口座を開設した者をいう。

　　十　外国間接口座管理機関　外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定

間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口

座を開設した者をいう。



　５　第一項第一号又は第二号の場合において、非課税適用申告書又は所有期間明細書

が同項第一号に規定する税務署長に提出されたときは、当該非課税適用申告書又は

所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営

業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つた時に当該税務署長に

提出があつたものとみなす。

　６　非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をする際、当該非課税適用申告書

の提出をする特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業

所等の長にその者の法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなけれ

ばならないものとし、当該非課税適用申告書の提出を受ける特定振替機関等の営業

所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書

に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認し

なければならないものとする。

　７　非課税適用申告書を提出した者が、当該非課税適用申告書を提出した後、名称又

は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、その者は、その変更

をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日までに、その変更を

した後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定め

る事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等（当該特定振替機関等が特定口座

管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替

機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等（当該特定振替

機関等が他の特定間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場

合には、当該特定振替機関等及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の特定間

接口座管理機関）及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並び

に特定振替機関とする。以下この項において同じ。）を経由し、又は当該適格外国

仲介業者（当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該

適格外国仲介業者（当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該

分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該分離

振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関）及び当該分離振替国債

の振替記載等に係る外国間接口座管理機関）及び当該分離振替国債の振替記載等に

係る特定振替機関等を経由して第一項第一号に規定する税務署長に提出しなければ

ならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当する

こととなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、当該特定振替機関等又は当

該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている分離振替国債の保有又は譲渡によ

り生ずる所得については、第一項の規定は、適用しない。

　８　第六項の規定は、前項に規定する申告書を提出する者が当該申告書を提出する場

合について準用する。この場合において、第六項中「非課税適用申告書の提出をす

る者」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする者」と、「当該非課税適用



申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読

み替えるものとする。

　９　特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出して振替記載

等を受けた分離振替国債及び当該非課税適用申告書の提出後振替記載等を受けた分

離振替国債につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの分

離振替国債の振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は

記録しなければならない。

　10　外国法人が適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて非課税適用申告書を提

出して分離振替国債の振替記載等を受ける場合及び当該非課税適用申告書の提出後

分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者は、これらの

分離振替国債につき、各人別に、政令で定めるところにより、これらの分離振替国

債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を書面による方法そ

の他政令で定める方法により当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等

に通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、これらの

分離振替国債につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの

事項を記載し、又は記録しなければならない。

　11　第一項の規定は、法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人については、同

項の規定の適用を受けようとする事業年度の同法第二条第三十一号に規定する確定

申告書に同項の規定の適用を受けるべき金額の記載がある場合に限り、適用する。

　12　特定振替機関等による所有期間明細書の提出の特例に関する事項その他第一項か

ら第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定

める。

　附則第十条第十三項中「第六十八条の二第一項」を「第六十七条の十七第一項」に、

「第六十八条の二第四項第九号」を「第六十七条の十七第四項第九号」に、「第六十八

条の二第四項第十号」を「第六十七条の十七第四項第十号」に、「第六十八条の二第四

項第六号」を「第六十七条の十七第四項第六号」に、「第六十八条の二の」を「第六十

七条の十七の」に改め、同条第二十八項及び第二十九項中「第六十八条第一項」を「第

六十七条の十六第一項」に改め、同条第三十項及び第三十一項中「第六十八条第三項」

を「第六十七条の十六第三項」に改める。


